
◎道路交通法の一部を改正する法律 
（令和四年四月二七日法律第三二号）   

一、 提案理由（令和四年四月七日・参議院内閣委員会） 

○国務大臣（二之湯智君） ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法

律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、特定自動運行に係る許

可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法

等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を

行うことをその内容としております。 

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 

 第一は、特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備であります。 

 その一は、運転者がいない状態で一定の基準を満たす自動運行装置を使用して自動車

を運行することを特定自動運行と定義するものであります。 

 その二は、特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行計画等を記載した申請書

を特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会に提出して、許可を受けなけ

ればならないこととし、公安委員会は、特定自動運行計画が一定の基準に適合するかど

うかを審査して、許可をしなければならないことなどとするものであります。 

 その三は、特定自動運行は、許可を受けた特定自動運行計画及び許可の条件に従わな

ければならないことなどとするものであります。 

 その四は、公安委員会による指示並びに特定自動運行の許可の取消し及びその効力の

停止の規定を設けることなどとするものであります。 

 第二は、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の

整備であります。 

 その一は、原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車

両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しない

ものである車として一定の基準に該当するものを特定小型原動機付自転車と定義し、そ

の交通方法等に関する規定を整備するものであります。 

 その二は、人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔

操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行

を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準

に適合する非常停止装置を備えているものを遠隔操作型小型車と定義し、その交通方法

等に関する規定を整備するとともに、遠隔操作型小型車の使用者は、当該遠隔操作型小

型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届出をしなけれ

ばならないことなどとするものであります。 

 第三は、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備であります。 

 その一は、運転免許を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証の



みを有するもの等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報を

記録することを申請することができることとし、特定免許情報が記録された個人番号カ

ード、すなわち免許情報記録個人番号カードは、運転免許証の携帯及び提示義務に係る

規定の適用については、運転免許証とすることなどとするものであります。 

 その二は、運転免許が取り消された場合等一定の場合における免許情報記録個人番号

カードについての手続等を整備するものであります。 

 その三は、免許情報記録の有効期間の更新に係る規定等を整備するものであります。 

 その四は、運転免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管に関する規

定を廃止することなどとするものであります。 

 その五は、申請による運転免許の取消しを受けた者及び運転免許が失効した者は、そ

の者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転に関する経歴についての情報をその者

の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができることとするもので

あります。 

 第四は、その他の規定の整備であります。 

 その一は、通行させている者を歩行者とする車に関する規定を整備するものでありま

す。 

 その二は、乗合自動車の停留所等における駅停車の禁止規制から除外する対象の拡大

に関する規定を整備するものであります。 

 その三は、自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務を設

けるものであります。 

 その四は、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則を引き上げることとするなど、

安全運転管理者に関する規定を整備するものであります。 

 なお、この法律の施行日は、駐停車の禁止規制から除外する対象の拡大に関する規定

及び安全運転管理者に関する規定の整備については公布の日から起算して六月を超えな

い範囲内において政令で定める日、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定

の整備については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、

特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備については公布の日から起

算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の

日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 

二、参議院内閣委員長報告（令和四年四月一三日） 

○徳茂雅之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、特定自動運行に係る許可

制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等



に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行

おうとするものであります。 

 委員会におきましては、電動キックボード等の試乗、展示を視察したほか、特定小型

原動機付自転車に係る安全性の確保、特定自動運行中の事故における責任の在り方、運

転免許証と個人番号カードの一体化の推進及びその妥当性等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年四月一二日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 本法で規定する特定自動運行に関する許可の基準、特定自動運行に係る業務に従事

する者に課される義務に加え、新たな資格要件の創設等の特定自動運行に関する制度

の在り方については、今後の無人自動運転移動サービスの導入の状況、自動運転に係

る交通事故の発生状況、技術開発の状況等を踏まえ、必要に応じて検討すること。 

二 遠隔操作型小型車の歩道等の通行においては、関係省庁と事業者が連携し、本法の

規定並びに安全性に関する産業界の自主基準及び認証制度が適切に運用されるよう努

め、子供や高齢者、障害者等を含めた歩行者の安全が十分に確保されるよう万全を期

すこと。 

三 遠隔操作型小型車による交通事故時の対応が確実に実施されるよう、都道府県公安

委員会が遠隔操作型小型車の使用者に対し必要な指導を行うこと。また、歩行者の安

全を脅かす悪質な使用をする者に対しては、本法の規定の趣旨を踏まえ、厳正な対応

を行うこと。 

四 特定小型原動機付自転車の運転者に対する新たな交通ルールの周知徹底を図るとと

もに、関係省庁と事業者が連携し、関係省庁又は事業者を通じた特定小型原動機付自

転車の運転者及び広く社会一般に対する効果的な交通安全教育の在り方について速や

かに検討し、早期に実施すること。 

五 特定小型原動機付自転車の運転が運転免許を要さずに十六歳以上の者に認められる

ことの重大性に鑑み、十六歳未満の者による運転や悪質・危険な運転に対し、厳正な

指導取締りを行うとともに、必要に応じて運転免許制度の導入を含めた検討を行うこ

と。 

六 特定小型原動機付自転車の車体の安全性に関する基準について、関係省庁が連携し、

速やかに検討するとともに、基準に適合しない車両や不正に改造された車両に対する



取締りを徹底し、その排除に努めること。 

七 特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードと、一般原動機付自転車に

区分される電動キックボードについて、適用される交通ルールが異なることとなるに

もかかわらず、外観上酷似していることから、両者の分類が容易に判別可能となるよ

うな外観表示について、関係省庁等が連携して適切な措置を講ずること。 

八 自動二輪車等の駐車場台数が他の自動車に比べて少ない水準にあり、電動キックボ

ードの普及等に伴い、今後更に不足することが見込まれる状況にあることに鑑み、関

係省庁等が連携協力しながら、駐車環境の整備に向けた取組を推進すること。 

九 自転車事故における乗車用ヘルメットの被害軽減効果が高いことに鑑み、自転車及

び電動キックボード等の運転者に対して乗車用ヘルメットの着用促進に向けた効果的

な啓発活動に取り組むこと。 

十 歩行者、自転車、自動車等既存の交通主体に加え、特定自動運行の自動車、特定小

型原動機付自転車、遠隔操作型小型車等が同じ交通空間を通行する新たな状況が生じ

ることから、各交通主体の安全を確保するため、交通事故情報等を集積・分析して危

険性を軽減する措置を適切に講ずるとともに、効果的かつ厳正な指導取締りを行うこ

と。また、関係省庁が連携し、車道と分離された自転車道、自転車専用通行帯及び歩

道等の交通空間を計画的に整備すること。 

十一 運転免許証とマイナンバーカードの一体化に当たっては、個人情報やプライバシ

ーの保護を徹底するとともに、利便性等についての周知に努め、運転免許を保有する

国民の十分な理解を得て円滑に実施されるよう努めること。 

  右決議する。 

三、衆議院内閣委員長報告（令和四年四月一九日） 

○上野賢一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車

及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カード

への記録に関する規定の整備等を行うものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十三日本委員会に付託され、同日二之湯

国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。また、同日電動キックボー

ドの試乗及び自動配送ロボットの展示の視察を行いました。次いで、十五日に質疑を行

い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年四月一五日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき



を期すべきである。 

一 本法により特定小型原動機付自転車（以下「電動キックボード等」という。）に関

する交通ルールが整備されることを踏まえ、新たな交通ルールの周知徹底を図ること。 

二 電動キックボード等及び自転車による事故が頻発していることを踏まえ、悪質な運

転に対する取締りを強化すること。また、交通事故情報等を収集・分析し、交通安全

の更なる向上に努めること。 

三 遠隔操作型小型車（以下「自動配送ロボット等」という。）が歩行者の安全を脅か

すことのないよう、悪質な使用をする者に対し厳正に対処すること。 

四 電動キックボード等の車体の安全性に関する基準を速やかに策定するとともに、基

準に適合しない車両や不正に改造された車両に対する取締りを徹底すること。 

五 電動キックボード等及び自転車の安全な走行環境を確保するため、自転車道の整備

等に努めること。また、今後電動キックボード等の普及が見込まれることに鑑み、駐

車環境の整備等に努めること。 

六 電動キックボード等が又貸しされる場合等においては、販売事業者等が利用者に直

接交通安全教育を行うことが困難であることに鑑み、電動キックボード等を実際に利

用する者に対する交通安全教育が確実に行われるよう努めること。 

七 視覚障害者を始めとする身体障害者やお年寄り、子どもなどが安心して歩道を通行

することができるよう、電動キックボード等及び自動配送ロボット等の歩道走行の在

り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。 

八 ヘルメットの着用が事故による致死率の低下等につながることに鑑み、電動キック

ボード等及び自転車について、ヘルメット着用の義務化も含め、ヘルメット着用率の

向上に向けた方策を検討した上で、必要な措置を講ずること。 

九 本法により十六歳未満の者による電動キックボード等の運転が禁止されることを踏

まえ、当該規定の遵守を徹底するための方策について検討した上で、必要な措置を講

ずること。 

十 電動キックボード等については、人力により作動する自転車に比べ利用者による制

御が難しいことや今後の技術開発の状況、事故の発生状況等を踏まえ、免許制の導入

も含め、規制の在り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。 

十一 電動キックボード等が、類似の一般原動機付自転車と容易に判別可能となるよう、

外観表示の在り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。 

十二 自動配送ロボット等については、事故や非常停止が生じた場合の対応を速やかに

行うことができるよう、自動配送ロボット等の使用者による対応方法等を検討した上

で、必要な措置を講ずること。 

十三 特定自動運行に関する制度の在り方については、今後の技術開発の状況や事故の

発生状況等を踏まえ、特定自動運行に係る業務に従事する者の資格要件の創設も含め

て検討した上で、必要な措置を講ずること。 



十四 特定自動運行の許可制度の運用に当たっては、許可の審査、条件の付与、変更又

は追加、特定自動運行計画の変更等の手続において、事業者の負担や予見可能性に配

慮し、手続の効率化や手続が求められる要件の明確化に努めること。 

十五 運転免許証とマイナンバーカードの一体化に当たっては、国民への十分な周知を

図るとともに、個人情報の保護を徹底すること。 


